
自動車の運行供用の制限に関する規則新旧対照表 

平 成 ３ 年 ６ 月 １ ７ 日 

福岡県公安委員会規則第７号 

（改正部分は、下線部分である。） 

旧 新 

第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略） 

（確認） （確認） 

第５条 法第９条第４項の規定による確認は、

法第６条の規定により交付する保管場所標章

の表示の確認等により行うものとする。 

第５条 法第９条第４項の規定による確認は、

保管場所を確保していることを疎明する書面

の確認等により行うものとする。 

第６条～様式第３号 （略） 第６条～様式第３号 （略） 

 


